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道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

○

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
）

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
）

第
五
十
一
条
の
六

公
安
委
員
会
は
、
納
付
命
令
を
し
た
と
き
、
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
、
又
は
同
条
第
十
六
項

の
規
定
に
よ
り
納
付
命
令
を
取
り
消
し
た
と
き
そ
の
他
当
該
納
付
命
令
の
原
因
と
な
つ
た
車
両
の
使
用
者
に
つ
い
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
当
該
使
用
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
当
該
車
両
の
番
号
標
の
番
号
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
放
置
車
両
に
関
す
る
措
置
の
適
正
を
図
る
た
め
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
を

各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
、
督
促
を
し
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
事
項
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
を
国
土
交
通
大
臣
等
（
国
土
交
通
大
臣
若
し
く
は
そ
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
若
し
く
は
運
輸
支
局

長
又
は
軽
自
動
車
検
査
協
会
（
道
路
運
送
車
両
法
第
五
章
の
二
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
軽
自
動
車
検
査
協
会
を
い
う
。
）
を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
督
促
に
係
る
納
付
命
令
を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
）

第
百
六
条

公
安
委
員
会
は
、
第
九
十
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
百
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
与
え
、
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
条

件
を
付
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
変
更
し
、
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
の
再
交
付
を
し
、

第
百
一
条
第
五
項
若
し
く
は
第
百
一
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
更
新
を
し
、
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六

項
、
第
九
項
、
第
十
項
若
し
く
は
第
十
二
項
、
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
、
第
百
三
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
七
項
、
第
八
項
若
し
く
は
第

十
項
、
第
百
四
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第
一
項
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四

項
若
し
く
は
第
百
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
、
若
し
く
は
第
九
十
条
第
八
項
若
し
く
は
第
百
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

た
と
き
、
警
察
署
長
が
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
、
又
は
自
動
車
等
の
運
転
者
が
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
こ
の
法
律

若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
若
し
く
は
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）

、
重
大
違
反
唆
し
等
若
し
く
は
道
路
外
致
死
傷
（
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
、
認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
と
き
、
第
百
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
試
験
を
受
け
た
と
き
、
若
し
く
は
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
十
号
若
し
く
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
講
習
を
受
け

た
と
き
、
そ
の
他
自
動
車
等
の
運
転
者
に
つ
い
て
自
動
車
等
の
運
転
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項

を
国
家
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
免
許
に
関
す
る
事
務
の
適
正
を
図
る
た
め
、
当

該
報
告
に
係
る
事
項
を
各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
動
車
等
の
運
転
禁
止
等
の
報
告
）

第
百
七
条
の
六

公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
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車
等
の
運
転
を
禁
止
し
、
若
し
く
は
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
短
縮
し
た
と
き
、
又
は
警
察
署
長
が

前
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
等
の
運
転
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
国
家

公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
免
許
に
関
す
る
事
務
の
適
正
を
図
る
た
め
、
当
該
報
告

に
係
る
事
項
を
各
公
安
委
員
会
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

（
警
察
庁
長
官
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
百
十
三
条
の
四

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
警
察
庁
長
官
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
（
抄
）

（
警
察
庁
長
官
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
四
十
三
条
の
二

法
第
五
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
及
び
通
報
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
、
法
第
百
六
条
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
受
理
及
び
通
報
並
び
に
法
第
百
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
に
関
す
る
事
務
は
、
警
察
庁
長
官
が
行
う
。


